
　　

0800-777-3081

　

(※1)国が定める買取期間の起算年月であり、お客さまとのご契約を開始した年月とは異なる場合がございます。詳細は裏面のよくあるご質問Q.3をご参照ください。

本　書　作　成　年　月　日

ご契約名義

受電地点特定番号

発電設備設置場所

設備ＩＤ

発電設備区分

発電出力

買取者 関西電力送配電株式会社

買取開始年月(※1)

買取期間満了日 :

＜ご連絡先＞ 関西電力送配電株式会社

〒

受付時間:９時から１7時（土・日・祝・年末年始を除く）

電話でお問い合わせの際は番号をよくお確かめの上、お掛けください。

一部のＩＰ電話からは、ご利用いただけない場合がございます。その場合は、

050-3085-3081（通話料有料）へおかけください。

―

裏面もご覧ください

再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく買取期間満了のお知らせ

平素は弊社事業にご理解を賜り、誠にありがとうございます。

現在、以下のご契約内容に基づき、発電された電気の買い取りを行っておりますが、再生可能エネルギー固定価格買取制度で定められた

買取期間満了に伴い、まもなくご契約が終了いたしますので、ご案内申し上げます。

∕

電

話

で

お

■ご契約情報（本書作成日現在）

■過去の買取電力量



＜本ご案内に関するお問い合わせ先＞

関西電力送配電株式会社 0800-777-3081 〔受付時間　9:00～17:00（土･日・祝・年末年始を除く）〕

一部のＩＰ電話からは、ご利用いただけない場合がございます。その場合は、050-3085-3081（通話料有料）へおかけください。

電

話

で

お

よくあるご質問

Ａ1．法律（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法）に基づき、太陽光などの再生可能エネルギー
で発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付ける制度です。

住宅用太陽光発電については、買取期間が10年と定められています。2009年より電力会社による買い取りが開始
されているため、2019年以降、順次、買取期間の満了を迎えることになります。

Ｑ1．再生可能エネルギー固定価格買取制度とはどのようなものですか?

Ａ2．いいえ、ご契約の更新はできません。引き続き買い取りを希望される場合は、新たな買い取り先となる事業者と買取
契約が必要です。

なお、買取期間満了以降、いずれの事業者とも買取契約の締結がない場合は、本来であれば、発電された電気が
系統に供給されないよう解列していただく必要がありますが、国から一時的・例外的な「受け皿」として送配電事業者
が引き受けるよう要請を受けていることから、低圧で系統連系されているお客さまに限り、弊社との間で特例契約（※）
を締結したもとみなし、当面の間、発電を継続していただけます。しかしながら、その際、発電された電気の買い取り
（料金のお支払い）はいたしかねますので、買取期間満了までに、事業者と買取契約を締結いただきますよう、お願
いいたします。
また、買取契約のお手続きには一定の時間を要する可能性がありますので、早めのお手続きをお願いいたします。
（※）詳細な条件等につきましては、弊社ホームページに公表している「再生可能エネルギー発電設備にかかる特例契約要綱」をご参照ください

Ｑ2．買取期間が満了した場合、契約を更新することはできますか?

Ａ3．国が定める買取期間は、ご契約ごとではなく、発電設備に対して設定されています。

そのため、引っ越しなどに伴い、買取契約を新たに締結した場合であっても、当該発電設備が既に固定価格買取
制度に基づく買取契約を行っていた場合は、お客さまと買取契約を締結する前の期間も、国が定める買取期間に
含まれ、計算されます。

Ｑ3．買取契約をしてからあまり機関が経っていないのに、契約満了のお知らせが届きましたが、なぜですか?
（お知らせに記載されている買取開始年月と実際の契約年月が違うのはなぜですか?）


